
◆
申
告
期
間

２
月
１６
日
（
月
）
か
ら
３
月
１６

日
（
月
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日
を

除
く
）

◆
提
出
場
所

匝
瑳
市
役
所
税
務
課
、
野
栄
福

祉
セ
ン
タ
ー
（
野
栄
福
祉
セ
ン
タ

ー
は
申
告
期
間
中
の
み
）

◆
相
談
会
場

市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
２
階

第
３
会
議
室
、
野
栄
福
祉
セ
ン
タ

ー
１
階
会
議
室
（
ど
ち
ら
の
会
場

で
も
相
談
で
き
ま
す
）

◆
日
曜
申
告
相
談
日

２
月
２２
日
と
３
月
１
日
の
９
時

〜
１１
時
、１３
時
〜
１６
時
ま
で
で
す
。

会
場
は
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

の
み
で
、
野
栄
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

は
行
い
ま
せ
ん
。

◆
申
告
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

・
所
得
税
、
消
費
税
の
確
定
申
告

に
つ
い
て
は
…
銚
子
税
務
署
!

０
４
７
９
・
２２
・
１
５
７
１

・
市
・
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

は
…
税
務
課
市
民
税
班
!
７３
・

０
０
８
７

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
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次
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
方

は
、市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。ま
た
、昨
年
、市
・
県
民
税
の
申

告
を
さ
れ
た
方
に
は
１
月
下
旬
に

市
・
県
民
税
申
告
書
を
郵
送
し
ま

し
た
。な
お
、そ
れ
以
外
の
方
で
市

・
県
民
税
申
告
書
が
必
要
な
方
は

税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
平
成
２１
年
１
月
１
日
現
在
、
匝

瑳
市
の
住
民
で
、
平
成
２０
年
中
に

所
得
の
あ
っ
た
方

◆
給
与
所
得
者
の
場
合
は
通
常
、

申
告
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
次
に
当
て
は
ま
る
方
は
申
告

が
必
要
で
す
。

①
勤
務
先
か
ら
匝
瑳
市
へ
給
与
支

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い

方②
給
与
所
得
の
ほ
か
に
、
事
業
所

得
な
ど
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が

あ
っ
た
方

◆
無
収
入
だ
っ
た
方
で
も
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

平
成
２０
年
中
に
老
齢
や
無
職
等

に
よ
り
所
得
が
無
か
っ
た
方
、
扶

養
さ
れ
て
い
た
方
、
１８
歳
以
上
の

学
生
の
方
な
ど
は
市
・
県
民
税
申

告
書
の
裏
面
に
そ
の
旨
を
記
載
の

上
、
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
（
国

民
健
康
保
険
税
の
軽
減
適
用
や
非

課
税
証
明
書
な
ど
の
発
行
の
基
礎

資
料
に
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
）。

◆
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
２０
万

円
以
下
の
方
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

市
・
県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

◆
給
与
所
得
だ
け
の
方
で
、
勤
務

先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
匝
瑳

市
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
方

◆
平
成
２０
年
分
所
得
税
の
確
定
申

告
書
を
提
出
し
た
方
、
ま
た
は
提

出
す
る
方

◆
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
等
が

あ
り
、
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所

得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

◆
給
与
収
入
額
が
２
千
万
円
を
超

え
る
方
、
ま
た
は
給
与
を
２
か
所

以
上
か
ら
受
け
て
い
る
方

◆
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の

所
得
の
合
計
額
が
２０
万
円
を
超
え

る
方

◆
土
地
や
建
物
な
ど
を
売
っ
た
譲

渡
所
得
が
あ
る
方

給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者
な

ど
で
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
に

つ
い
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
や
医

療
費
控
除
な
ど
に
よ
る
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
場
合
に
は
２
月
１６

日
以
前
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

電
子
申
告
を
さ
れ
る
方
は
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
所
得
税
の

確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

か
ら
直
接
電
子
申
告
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
電
子
申
告

に
は
、
電
子
署
名
や
電
子
証
明
書

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
国
税
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
は
、

http
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ま
た
、

郵
送
に
よ
る
提
出
も
で
き
ま
す
。

記
入
の
済
ん
だ
確
定
申
告
書
は

「
提
出
用
」
と
添
付
書
類
を
確
認

し
て
銚
子
税
務
署
へ
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
し
た
こ
と
を
証
す

る
「
控
え
」
が
必
要
な
方
は
次
の

も
の
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
（
後

日
税
務
署
か
ら
収
受
印
が
押
さ
れ

た
「
控
え
」
が
返
送
さ
れ
ま
す
）。

①
申
告
書
「
提
出
用
」
②
申
告
書

「
控
え
」
③
切
手
を
張
っ
た
返
信

用
封
筒
（
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏

名
を
記
入
し
た
も
の
）
を
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
郵
送
先

〒
２
８
８
ー
８
６
６
６

銚
子
市

栄
町
２
ー
１
ー
１

銚
子
税
務
署

!
０
４
７
９
・
２２
・
１
５
７
１

◇
来
署
に
よ
る
受
付
・
相
談
会
場

銚
子
市
西
芝
町
４
７
５
ー
１

銚
子
読
売
ビ
ル
２
階
（
Ｊ
Ｒ
銚
子

駅
か
ら
徒
歩
３
分
）

申
告
書
は
、
ご
自
分
で
正
し
く

作
成
し
て
い
た
だ
く「
自
書
申
告
」

で
、
早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
相
談
会
場
に
て
申
告
書

作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
し
ま

す
の
で
、
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

は
次
の
書
類
な
ど
を
持
っ
て
お
越

し
く
だ
さ
い
。
混
雑
時
は
早
め
に

受
け
付
け
を
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◎
印
鑑

◎
平
成
２０
年
中
の
所
得
を
証
明
す

る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）
事

業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ

る
方
は
、
売
上
、
仕
入
、
経
費
な

ど
を
集
計
し
た
帳
簿
な
ど

◎
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
、
医
療
費
を
控
除
す
る
場
合
は

領
収
書

◎
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険

料
控
除
は
「
控
除
証
明
書
」

◎
国
民
年
金
保
険
料
を
控
除
す
る

場
合
は
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ

と
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

税税
のの
申申
告告
はは
おお
早早
めめ
にに
！！

市
・
県
民
税
、
所
得
税
の

申
告
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

還
付
申
告
を
さ
れ
る
方

市市
・・
県県
民民
税税
のの
申申
告告

申
告
が
必
要
な
方

申申
告告
相相
談談
時時
のの
おお
願願
いい

申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い
方

所所
得得
税税
のの
確確
定定
申申
告告

確
定
申
告
が
必
要
な
方
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所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
適
用
が
あ
る
方
（
平
成
１１
年

か
ら
１８
年
ま
で
に
入
居
開
始
し
た

方
）
を
対
象
に
、
平
成
１９
年
度
税

源
移
譲
に
伴
う
税
率
改
正
に
よ

り
、
所
得
税
が
減
少
し
、
控
除
し

き
れ
な
く
な
っ
た
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
額
を
、
所
定
の
「
市
・

県
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
申
告
書
」
に
記
載
し
、
３
月

１６
日
ま
で
に
提
出
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
よ
り
、市
・
県
民
税
が
減
税

さ
れ
る
措
置
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

確
定
申
告
を
す
る
方
は
、
税
務

署
ま
た
は
市
役
所
税
務
課
に
あ
る

控
除
申
告
書
に
記
入
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
年
末
調
整
の
み
で

確
定
申
告
を
し
な
い
方
は
、
源
泉

徴
収
票
を
持
参
し
て
市
役
所
税
務

課
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
対
象
と
な
る
の
は
、
源

泉
徴
収
税
額
が
０
円
で
、
源
泉
徴

収
票
の
摘
要
欄
「
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
可
能
額
」
に
記
載
さ
れ

て
い
る
金
額
が
、
「
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
額
」
欄
の
金
額
よ
り

も
大
き
い
場
合
の
み
で
す
。

平
成
１８
年
分
（
基
準
期
間
）
の

課
税
売
上
高
が
１
千
万
円
を
超
え

た
方
は
、
平
成
２０
年
分
の
「
課
税

事
業
者
」
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
基
準
期
間
の
課
税

売
上
高
が
５
千
万
円
以
下
の
方

で
、
平
成
２０
年
１２
月
３１
日
ま
で
に

「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届

出
書
」
を
銚
子
税
務
署
に
提
出
さ

れ
た
方
は
「
簡
易
課
税
制
度
」
に

よ
る
、
み
な
し
仕
入
れ
率
の
適
用

で
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
「
消
費
税
簡
易
課
税
制

度
選
択
届
出
書
」
を
提
出
し
て
い

な
い
方
は
、
「
一
般
課
税
（
本
則

課
税
）」
で
の
申
告
と
な
り
ま
す

の
で
銚
子
税
務
署
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

◆
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、

消
費
税
の
申
告
書
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ア
ド
レ
ス
は
、

http
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◆
消
費
税
の
申
告
と
納
税
は
、
３

月
３１
日
（
火
）
ま
で
で
す
。

◆
消
費
税
の
納
税
も
便
利
な
「
口

座
振
替
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い（
所

得
税
と
は
別
に
申
し
込
み
が
必
要

で
す
）。

平
成
２０
年
中
に
建
物
の
取
り
壊

し
を
さ
れ
た
方
で
、
滅
失
登
記
を

さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
市
役
所
税

務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
届
け
出
が
な
く
、
滅
失
の
確
認

が
で
き
な
い
ま
ま
で
す
と
、
適
正

な
課
税
の
妨
げ
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
資
産
税
班

!
７３
・
０
０
８
７

登登
記記
まま
たた
はは
届届
けけ
出出
をを

建
物
を
取
り
壊
し
た
と
き
に
は

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
、

５
月
中
旬
に
納
付
書
を
郵
送
し
ま

す
。
年
度
途
中
に
廃
車
な
ど
の
手

続
き
を
し
て
も
年
税
額
が
か
か
り

ま
す
。

廃
車
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
な

方
は
、
４
月
１
日
（
水
）
ま
で
に

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
盗
難
に
遭
っ
た
場
合
、

警
察
へ
盗
難
届
を
出
し
た
時
点
で

自
動
的
に
廃
車
に
は
な
り
ま
せ

ん
。盗
難
届
を
出
し
た
警
察
署
名
、

届
出
年
月
日
、
受
理
番
号
を
控
え

た
上
で
、
廃
車
の
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
廃
車
・
名
義
変
更
・
住
所
変
更

等
の
届
け
出
先

◇
１
２
５
ｃ
ｃ
以
下
の
バ
イ
ク
、

小
型
特
殊
自
動
車

市
役
所
税
務
課
!
７３
・
０
０
８
７

野
栄
総
合
支
所
市
民
室
!
６７
・
３

１
１
１

◇
１
２
５
ｃ
ｃ
超
の
バ
イ
ク

関
東
運
輸
局
千
葉
運
輸
支
局

!
０
４
３
・
２
４
２
・
７
３
３
６

◇
三
輪
ま
た
は
四
輪
の
軽
自
動
車

軽
自
動
車
検
査
協
会
千
葉
事
務
所

!
０
４
３
・
２
４
５
・
０
１
６
３

届届
けけ
出出
はは
４４
月月
１１
日日
まま
でで
にに

対 象
所得税・事業税・住民税
申告（譲渡所得者は除く）

譲渡所得のある方は、銚
子税務署へ直接ご相談く
ださい。

所得が３００万円以下の事
業者が対象（医師、弁護
士、譲渡所得者は除く）

譲渡所得者、消費税申告
は除く（野栄福祉センタ
ーでは行いません）

譲渡所得者、消費税申告
は除く（野栄福祉センタ
ーでは行いません）

会 場
ふれあいセンター
２階 会議室

野栄福祉センター
１階 会議室

ふれあいセンター
２階 第３会議室

ふれあいセンター
２階 第３会議室

相談は、
・ふれあいセンター
・野栄福祉センター
提出のみは、
・税務課窓口
・野栄福祉センター

ふれあいセンター
２階 第３会議室

時 間
９：３０～１２：００
１３：００～１５：３０

９：３０～１２：００
１３：００～１５：３０

９：３０～１２：００
１３：００～１５：３０

９：３０～１２：００
１３：００～１６：００

９：３０～１２：００
１３：００～１６：００

９：００～１１：００
１３：００～１６：００

日 程

２月６日（金）

２月１７日（火）
２月１９日（木）

２月２４日（火）
２月２６日（木）

２月２３日（月）
３月２日（月）
３月３日（火）
３月４日（水）

２月１６日（月）

３月１６日（月）

（土・日を除く）

２月２２日（日）
３月１日（日）

各種相談
申告書作成
相談会

税務署員の
出張相談

税理士による
無料相談会

申告相談・
受付

日曜申告
相談・受付

市市
・・
県県
民民
税税
住住
宅宅
借借
入入
金金
等等

特特
別別
税税
額額
控控
除除
のの
申申
告告

原
付
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
の

廃
車
・
名
義
変
更

※混雑時（特に午前中）は相談の受け付けを早目に切り上げる場合があります。

申告書作成相談会等日程表

消消
費費
税税
のの
申申
告告

（（
個個
人人
事事
業業
者者
））

〜

７


